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プログラムの目的と特徴 

 本臨床研修プログラムでは、厚生労働省が定める歯科医師臨床研修到達目標を達成するため、医療法人社

団歯友会ファミリー歯科を管理型臨床研修施設とした歯科医師臨床研修を実施する。 

歯科医師として必要な診療に関する基本的知識、技術をもとに、全人的医療が実施できるよう診察法、検査、治

療法を学び、より良い、より高い質の歯科医療をめざした研修を行う。同時に患者さんへのインフォームドコンセ

ントを尊重し、計画的に診療を行うとともに、行った処置についても予後予測が出来るようにする。 
当法人は千葉県東金市を中心として４つの歯科診療所を持ち、地域の家庭医として全世代にわたる患者さんが

多数来院している。当法人の外来患者数は月間のべ 2000 名以上と豊富な症例数がある。様々な経験ができ

るだけでなく、長く通い続けている患者さんの診療録から、経時的な変化を学び、患者さんのライフステージに合

わせた診療計画を立てることを目指している。口腔外科•補綴•歯周病•インプラントなどの専門医・認定医が所属

しており、「地域で完結する歯科医療」の実践と、研修歯科医への教育を行っている。 
当院のような地域に密着した歯科医院の特徴を生かし、総合的な臨床能力と地域社会へ貢献できる歯科医師

の育成を目指す。 

 
 
研修目標 

一般診療に関する知識と技術の習得を行い、外来にて基本的な歯科研修項目、協力型施設である東京歯科

大学水道橋病院麻酔科にて全身管理と救急救命処置、地域包括支援センターでの研修にて他業種チームとの

連携を研修する。 

 

 

 

研修内容と到達目標 

 

A: 歯科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

1:社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及

び公衆衛生の向上に努める。 



2:利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や自己決定権を尊重する。 

3:人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

4:自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

以上の目標に対し、形成的評価を行う。 

 

 

B-2:歯科医療の質と安全の管理 

B-3:医学知識値問題対応能力 

B-4:診療技能と患者ケア 

B-5:コミュニケーション能力 

B-6:チーム医療の実践 

B-7:社会における司会料の実践 

B-8:科学的研究 

B-9:生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

に対しては、以下の表【C：基本的診療業務】にて研修内容と到達目標、評価方法を記載する。 

 

 

 

 

 

B 資質•能⼒           
B-1 医学•医療における倫理性         
  GIO:診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に⾏動する。 
  SBOs ⼈間の尊厳を守り、⽣命の不可侵性を尊重する。   
    患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。  
    倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 
    利益相反を認識し、管理⽅針に準拠して対応する。  
    診療、研究、教育の透明性を確保し、不正⾏為の防⽌に努める。 



研修課題 GIO及びSBOs 評価⽅法
A ⻭科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）
A-1 社会的使命と公衆衛⽣への寄与

社会的使命を⾃覚し、説明責任を果たしつつ、限りある資源や社会の変遷に配慮した公正な医療の提供及び公衆衛⽣の向上に努める 形成的評価を⾏う
A-2 利他的な態度

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先し、患者の価値観や⾃⼰決定権を尊重する 形成的評価を⾏う
A-3 ⼈間性の尊重

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの⼼を持って接する 形成的評価を⾏う
A-4 ⾃らを⾼める姿勢

⾃らの⾔動及び医療の内容を省察し、常に資質・能⼒の向上に努める 形成的評価を⾏う

B 資質•能⼒
B-1 医学•医療における倫理性

GIO:診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に⾏動する
SBOs ⼈間の尊厳を守り、⽣命の不可侵性を尊重する 形成的評価を⾏う

患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす
倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する
利益相反を認識し、管理⽅針に準拠して対応する
診療、研究、教育の透明性を確保し、不正⾏為の防⽌に努める

研修課題 GIO及びSBOs 研修の内容 研修⻭科医の指導体制 ⽬標症例数 終了判定の評価基準
C 基本的診療業務
C-1 基本的診療能⼒等
C-1-(1) 基本的診察•検査•診断•治療計画

① GIO:患者の⼼理的•社会的背景を考慮した上で、適切に医療⾯接を実施する
SBOs 医療⾯接とは何かを説明する 講義 講義を⾏う 受講必須 ⼝頭試問及びレポートを

コミュニケーション技法を実践する ロールプレイによる相互実習 ロールプレイを⽀援する レポート提出 A〜Cの3段階で評価し、
レポートの作成 レポート作成を⽀援する B以上で修了

主訴を的確に聴取する 指導⻭科医の指導の下、研 20症例 12症例以上を経験する
病歴を的確に聴取する 実際の患者にて医療⾯接を実践する 修⻭科医が配当患者に対し、 ⾏動⽬標の⼀部でも経験し
患者の全⾝状態を的確に聴取する 医療⾯接を⾏い、その内容 た場合、１症例とする
患者の⼼理•社会的背景に配慮した応対をする をカルテに⼊⼒する

② GIO:全⾝状態を考慮した上で、顎顔⾯及び⼝腔内の基本的な診察を実施し、診療所⾒を解釈する
SBOs ⼝腔内所⾒をカルテに記録する 実際の患者にて⼝腔内診査を実践し、カルテに記載 指導⻭科医の指導の下、研 20症例 12症例以上を経験する

患部•患⻭の同定、もしくは可能性のある患⻭•疾患を列挙する する 修⻭科医が配当患者に対し、 ⾏動⽬標の⼀部でも経験し
指導⻭科医による⼝頭試問 ⼝腔内診査を⾏い、その内容 た場合、１症例とする

をカルテに⼊⼒する
③ GIO:診察所⾒に応じた適切な検査を選択、実施し、検査結果を解釈する
SBOs 鑑別すべき疾患を列挙する 実際の患者にて⼝腔内診査後、指導⻭科医による 指導⻭科医の指導の下、研 20症例 12症例以上を経験する

鑑別に必要な検査⽅法を列挙する ⼝頭試問を⾏う 修⻭科医が配当患者に対し、 ⾏動⽬標の⼀部でも経験し



⻭周基本検査•精密検査を、正確に⾏う 実際の患者にて、各種検査を実施する 鑑別すべき疾患と必要な検査 た場合、１症例とする
⻭髄の⽣死を判定する ⽅法を説明し、同意を得た上
デンタルX線撮影装置を⽤いて、正確な撮影を⾏う で実践する
各種顎外X線撮影⽅法を選択し、正確な撮影を⾏う
検査結果を解釈し、カルテに記録する

④ GIO:病歴聴取、診察所⾒及び検査結果に基づいて⻭科疾患の診断を⾏う
SBOs 検査結果を適切に解釈する 実際の患者にて検査後、指導⻭科医による⼝頭試問 研修⻭科医の報告を受け、 20症例 12症例以上を経験する

検査結果を指導⻭科医に正確に報告し、診断を⾏う を⾏う 解釈と診断に過不⾜がないか ⾏動⽬標の⼀部でも経験し
指導する た場合、１症例とする

⑤ GIO:診断結果に基づき、患者の状況•状態を総合的に考慮した上で、考え得る様々な⼀⼝腔単位の診療計画を検討し、⽴案する
SBOs 診断を元に、初診時に⾏うべき処置（応急処置）を選択する 実際の患者にて診断後、指導⻭科医による⼝頭試問 研修⻭科医の報告を受け、 10症例 ５症例以上を経験する

治療計画を⽴案するために必要な資料を選択し、採取する を⾏う 過不⾜がないか指導する レポートを作成し、指導医
収集した情報から、⼀⼝腔単位の診断を⾏う レポートを作成し、指導医による指導を受ける 治療計画の⽴案を指導⻭科医 の承認を得たものを１症例
診断を下した疾患を⽣じさせている問題を抽出し、順位付けをする が⽀援する とする
順位付けした通りに問題を解決できる治療計画を作成する
患者の⾃⼰決定権に配慮した診療計画を複数、作成する

⑥ GIO:必要な情報を整理した上で、わかりやすい⾔葉で⼗分な説明を⾏い、患者及び家族の意思決定を確認する
SBOs 患者及び家族に対し、⽴案した治療計画を説明する 治療計画の⽴案後、実際の患者にて説明を実践する 指導⻭科医の指導の下、研修 10症例 ５症例以上を経験する

各治療計画の違いを説明し、患者の⾃⼰決定を⽀援する ⻭科医が配当患者に対し、治 レポートを作成し、指導医
患者のプライバシーを守る 療計画の説明を⾏い、その内 の承認を得たものを１症例

容をカルテに記載する とする
C-1-(2) 基本的臨床技能等

① GIO:⻭科疾患を予防するための⼝腔衛⽣指導、基本的な⼿技を実践する
SBOs う蝕の特徴を説明する 講義 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

う蝕の特異的予防法を説明する ⼝頭試問 理解度を判定する 階で、B以上で修了
⻭周疾患の特徴を説明する
⻭周疾患の特異的予防法を説明する
個⼈を対象とした、う蝕予防と患者指導を実践する 実際の患者にて、 指導⻭科医の指導の下、研修 ３症例 2症例以上を経験する

(1)⼝腔清掃指導 (2)間⾷指導 (3)フッ素応⽤ ⻭科医が配当患者に対し実践 (1)〜(3)の⼀部を体験した
を実践する し、その内容をカルテに記載 場合、１症例とする

する
個⼈を対象とした⻭周疾患予防と患者指導を実践する 実際の患者にて、 指導⻭科医の指導の下、研修 10症例 6症例以上を経験する

(1)PMTC (2)⼝腔清掃指導 ⻭科医が配当患者に対し実践 (1),(2)を共に体験した場合
を実践する し、その内容をカルテに記載 １症例とする

する
② GIO:⼀般的な⻭科疾患に対応するために必要となる基本的な治療及び管理を実践する
SBOs a:⻭の硬組織疾患に対する治療を実践する 実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 5症例 (1)〜(3)のいずれかを

(1)う蝕の除去を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 患⻭に対する診断、処置⽅ ３症例以上を経験する
(2)コンポジットレジン修復を実践する い、その内容をカルテに記載 針の決定後、充填•修復、
(3)インレー修復を実践する する 装着、経過観察まで⾏った

ものを１症例とする



b:⻭髄疾患に対する治療を実践する 実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 (1),(2)のいずれかを
(1)抜髄処置を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 患⻭に対する診断、処置⽅ １症例以上を経験する
(2)感染根管処置を実践する い、その内容をカルテに記載 針の決定後、局所⿇酔、防

する 湿、⻭髄処置を含む⻭内治
療を⼀部でも⾏った症例を
１症例とする

実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 2症例以上を経験する
(3)知覚過敏処置を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 患⻭に対する診断、処置⽅

い、その内容をカルテに記載 針の決定後、知覚過敏処置
する 、経過観察までを１症例と

する
実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 2症例以上を経験する
(4)覆罩処置を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 患⻭に対する診断、処置⽅

い、その内容をカルテに記載 針の決定後、局所⿇酔、処
する 置、経過観察までを１症例

とする
c:⻭周病に対する治療を実践する 実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 10症例 6症例以上を経験する

(1)スケーリングを実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ スケーリングを⾏った患者
い、その内容をカルテに記載 ⼀⼈につき、１症例とする
する

実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 5症例 3症例以上を経験する
(2)SRPを実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 患⻭に対する検査、局所⿇

い、その内容をカルテに記載 酔、SRP、術後の検査、経
する 過観察までを１症例とする

d:基本的な⼝腔外科処置を実践する 実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 5症例 3症例以上を経験する
普通抜⻭を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 保存不可能と判断した⻭に

い、その内容をカルテに記載 ついて、患者へのインフォ
する ームドコンセント、器具の

準備、患⻭の消毒、局所⿇
酔、抜⻭、⽌⾎確認、術後
注意事項の説明、及び経過
観察までを１症例とする
（難抜⻭や埋伏抜⻭も同様
に1症例とする）

e:⻭質と⻭の⽋損補綴処置を実践する 実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 1症例以上を経験する
(1)⻭冠補綴を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 補綴物の種類の説明、患者

い、その内容をカルテに記載 へのインフォームドコンセ
する ント、形成、印象採得、咬

合採得、仮封、調整、装着
、経過観察までを１症例と
する



実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 (2)〜(4)のいずれかの⽋損
(2)ブリッジ補綴を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ ⻭の⽋損症例について、診 症例を２症例以上経験する
(3)可撤性部分床義⻭補綴を実践する い、その内容をカルテに記載 診、補綴⽅法の種類の説明
(4)全部床義⻭補綴を実践する する 、患者へのインフォームド

コンセント、設計、形成、
印象採得、咬合採得、試適
、調整、装着、経過観察ま
でを１症例とする

f:⼝腔機能の発達不全、⼝腔機能の低下への治療を実践する (1)⼝腔機能発達不全、⼝腔機能低下症について 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 １症例以上を経験する
講義と⼝頭試問を受ける 理解度を判定する
実際の患者にて
(2)⼝腔機能評価を実践する 指導⻭科医の指導の下、研修 ２症例
(3)⼝腔機能管理計画を作成する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ ⼝腔機能検査の意義を説明
(4)⼝腔機能管理計画を患者、もしくは家族に説明す い、その内容をカルテに記載 し、検査を実施、計画の⽴
る する 案、患者への指導を⾏った

場合で１症例とする
③ GIO:基本的な応急処置を実践する
SBOs ⽋損に対する応急処置を実践する 実際の患者にて 指導⻭科医の指導の下、研修 5症例 3症例以上を経験する

(1)補綴物の再装着を実践する ⻭科医が配当患者の診療を⾏ (1)〜(8)のいずれかの処置を
(2)暫間的修復処置を実践する い、その内容をカルテに記載 ⾏った場合で１症例とする
(3)TEKの作成と仮着を実践する する

急性炎症に対する応急処置を実践する (4)根管からの排膿処置を実践する
(5)⻭⾁膿瘍に対する切開•排膿処置を実践する
(6)⾻膜下膿瘍に対する切開•排膿処置を実践する

補綴物に対する応急処置を実践する (7)補修修復を実践する
(8)義⻭修理を実践する

④ GIO:⻭科治療を安全に⾏うために必要なバイタルサインを観察し、全⾝状態を評価する
SBOs 観察すべきバイタルサインとその評価⽅法を列挙する 講義と⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する。 階で、B以上で修了
バイタルサインの測定を実践する 講義と相互実習にて測定を⾏う

実際の患者にてバイタルサインの測定を⾏う 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 2症例以上を経験する
⻭科医が患者のバイタルサイン ⽣体情報モニターを装着し ※C-1-(3)-③の症例数と重
を測定し、測定結果と評価内容 て診療を⾏う毎に、１症例 複して良い
をカルテに記載する とする

※C-1-(3)-③の症例数と重複
して良い

⑤ GIO:診療に関する記録や⽂書（診療録、処⽅箋、⻭科技⼯指⽰書等）を作成する
SBOs 適切なカルテ記載を実践する カルテ講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

適切な処⽅箋作成を実践する その後、実際の患者にて各種⽂書を作成する 理解度を判定する。 階で、B以上で修了
適切な技⼯指⽰書作成を実践する 研修医が診療を⾏う度に、適

切な⽂書作成が出来ているか



評価を⾏う
⑥ GIO:医療事故の予防に関する基本的な対策について理解し、実践する
SBOs 医療事故の起こる仕組みを説明する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問及びレポートを

ヒヤリハット報告書を作成する 各報告書を作成し、体験レポートを作成する 理解度を判定する。 レポート提出 ABCの3段階で評価し、
医療事故報告書を作成する レポート作成を⽀援する B以上で修了

C-1-(3)  患者管理
① GIO:⻭科治療上問題となる全⾝的な疾患、服⽤薬剤等について説明する
SBOs 糖尿病について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を説 講義を受け、レポートを作成する 講義を⾏い、レポート作成を 受講必須 レポート評価はA〜Cの3段

明する ⽀援する レポート提出 階で、B以上で修了
⾼⾎圧症について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を
説明する
⼼筋梗塞について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を
説明する
脳梗塞について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を説
明する
狭⼼症について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を説
明する
腎不全について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を説
明する
COPDについて、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を説
明する
認知症について、病態・標準的治療⽅法・⻭科診療時の注意点を説
明する

② GIO:患者の医療情報等について、必要に応じて主治の医師等と診療情報を共有する
SBOs 患者の医療情報を共有する意義を説明する カルテ講義を受け、記載⽅法を練習する 講義を⾏い、⽂書作成を⽀援 受講必須 １症例以上を経験する

診療情報提供書を作成する 実際の患者にて、各⽂書を作成する する
診療情報共有書を作成する 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例

⻭科医が配当患者の診療を⾏ ⽂書作成を⾏った患者⼀⼈
い、その内容をカルテに記載 につき、１症例とする
する

③ GIO:全⾝状態に配慮が必要な患者に対し、⻭科治療中にバイタルサインのモニタリングを⾏う
SBOs バイタルサインのモニタリングを⾏いながら、⻭科診療を⾏う 実際の患者にて、⽣体情報モニターを装着し、観察 指導⻭科医の指導の下、研修 3症例 2症例以上を経験する

しながら⻭科診療を⾏う ⻭科医が配当患者の診療を⾏ ⽣体情報モニターを装着し
い、その内容をカルテに記載 て診療を⾏う毎に、１症例
する とする

④ GIO:⻭科診療時の主な併発症や偶発症への基本的な対応⽅法を実践する
SBOs 主な併発症・偶発症を列挙する 講義を受け、レポートを作成する 講義を⾏い、レポート作成を 受講必須 レポート評価はA〜Cの3段

⾎管迷⾛神経反射への対応⽅法を説明する ⽀援する レポート提出 階で、B以上で修了
過換気症候群への対応⽅法を説明する
狭⼼症発作への対応⽅法を説明する
低⾎糖発作への対応⽅法を説明する



アナフィラキシーショックへの対応⽅法を説明する
局所⿇酔中毒への対応⽅法を説明する
BLSを実践する ビデオ講義とマネキン実習を⾏う

C-1-(4)  患者の状態に応じた⻭科医療の提供
① GIO:妊娠期、乳幼児、学齢期、成⼈期、⾼齢期の患者に対し、各ライフステージに応じた⻭科疾患の基本的な予防管理、⼝腔機能管理について理解し、実践する
SBOs 妊娠期の患者に好発する⻭科疾患とその予防管理・⼝腔機能管理につ 実際の患者にて、⼝腔内状況から各⼈にあった予 指導⻭科医の指導の下、研修 10症例 5症例以上を経験する

いて患者への説明を実践する 防管理・⼝腔機能管理計画を⽴案し、担当患者及び ⻭科医が配当患者の診療を⾏ 妊娠期〜⾼齢期までのいず
乳幼児期の患児に好発する⻭科疾患とその予防管理・⼝腔機能管理に 保護者に説明する い、その内容をカルテに記載 れか１つでも経験した場合
ついて、保護者と患児への説明を実践する する を１症例とする
学齢期の患児に好発する⻭科疾患とその予防管理・⼝腔機能管理につ
いて、保護者と患児への説明を実践する
成⼈期の患者に好発する⻭科疾患とその予防管理・⼝腔機能管理につ
いて患者への説明を実践する
⾼齢期の患者に好発する⻭科疾患とその予防管理・⼝腔機能管理につ
いて患者への説明を実践する

② GIO:各ライフステージ及び全⾝状態に応じた⻭科医療を実践する
SBOs 妊娠期の患者の⽣活背景を考慮した治療計画を⽴案する 実際の患者にて、⼝腔内状況と⽣活背景を元に、各⼈ 指導⻭科医の指導の下、研修 10症例 5症例以上を経験する

乳幼児期の患児とその保護者の⽣活背景を考慮した治療計画を⽴案する にあった予防管理・⼝腔機能管理計画を⽴案し、担当 ⻭科医が配当患者の治療計画 妊娠期〜⾼齢期までのいず
学齢期の患児とその保護者の⽣活背景を考慮した治療計画を⽴案する 患者及び保護者に説明する を⽴案し、診療を⾏い、その れか１つでも経験した場合
成⼈期の患者の⽣活背景を考慮した治療計画を⽴案する 内容をカルテに記載する を１症例とする
⾼齢期の患者と家族、介護者の⽣活背景を考慮した治療計画を⽴案する

③ GIO:在宅療養患者などに対する訪問⻭科診療を経験する
SBOs 訪問⻭科診療と外来⻭科医診療の違いを理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する 階で、B以上で修了
訪問⻭科診療を経験する 実際の訪問⻭科医診療に同伴し、機材準備とアシスト 訪問前に患者の状況と診療内容 3症例 １症例以上を経験する

、⽚付けを経験する を説明し、ディスカッションを 1件の訪問診療を１症例とす
⾏う。訪問後にもディスカッシ る
ョンを⾏い、学習を⽀援する

研修課題 GIO及びSBOs 研修の内容 研修⻭科医の指導体制 ⽬標症例数 終了判定の評価基準
C-2 ⻭科医療に関連する連携と制度の理解など
C-2-(1) ⻭科専⾨職の連携

① GIO:⻭科衛⽣⼠の役割を理解し、予防処置や⼝腔衛⽣管理等の際に連携を図る
SBOs ⻭科衛⽣⼠の職域を理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する 階で、B以上で修了
⻭科衛⽣⼠と予防管理・⼝腔衛⽣管理計画を⽴案する 実際の患者にて、⻭科衛⽣⼠と共に管理計画を⽴案し 指導⻭科医の指導の下、研修 ３症例 ２症例以上を経験する

患者へ実践する ⻭科医が衛⽣⼠と共に配当患者 担当患者1⼈につき、１症例
の治療計画を⽴案し、診療を⾏ とする
い、その内容をカルテに記載す
る



② GIO:⻭科技⼯⼠の役割を理解し、適切に⻭科技⼯指⽰書を作成するとともに、必要に応じて連携を図る
SBOs ⻭科技⼯⼠の職域を理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する。 階で、B以上で修了
⻭科技⼯指⽰書を作成する 実際の患者のケースにて、技⼯指⽰書を作成する 指導⻭科医の指導の下、研修 ３症例 ２症例以上を経験する

⻭科医が衛⽣⼠と共に配当患者 担当患者1⼈につき、１症例
の治療計画を⽴案し、診療を⾏ とする
い、その内容をカルテに記載す
る

③ GIO:他職種によるチーム医療について、その⽬的、各職種の役割を理解した上で、⻭科専⾨職の役割を理解し、説明する
SBOs チーム医療を⾏う⽬的と必要性を理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

周術期⼝腔ケアに携わる職種と役割を理解する 理解度を判定する 階で、B以上で修了
摂⾷嚥下リハビリに携わる職種と役割を理解する
栄養サポートチームに携わる職種と役割を理解する

C-2-(2) 他職種連携、地域連携
① GIO:地域包括ケアシステムについて理解し、説明する
SBOs 地域包括ケアシステムについて理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

地域包括⽀援センターの役割を理解する 理解度を判定する 階で、B以上で修了
② GIO:地域包括ケアシステムにおける⻭科医療の役割を説明する
SBOs 地域包括ケアシステムに求められる⻭科医療を理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する 階で、B以上で修了
③ GIO:在宅療養患者や介護施設の⼊所者に対する介護関連職種が関わる多職種チームについて、チームの⽬的を理解し、参加する
SBOs 他職種チームに参画し、⻭科医師の⽴場でチームの⽬的をサポートする 地域包括連携会議に参加する 地域包括⽀援会議に参加 1回以上の参加を必須とし、 レポート評価はA〜Cの3段

介護施設での会議に参加する 介護施設での連携会議に参加 レポート提出する 階で、B以上で修了
C-2-(3) 地域保険

① GIO:地域の保険•福祉の関係機関、関係職種を理解し、説明する
SBOs 地域にある関係機関と職種を理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する。 階で、B以上で修了
② GIO:保健所等における地域⻭科保険活動を理解し、説明する
SBOs 地域で⾏われている保険活動を理解する 講義を受け、⼝頭試問を受ける 講義を⾏い、⼝頭試問にて 受講必須 ⼝頭試問評価はA〜Cの3段

理解度を判定する。 階で、B以上で修了
③ GIO:保健所等における地域⻭科保険活動を経験する
SBOs 地域で⾏われている保険活動を経験する 地域⻭科検診に同⾏し、⾒学する 依頼を受けた検診に研修医を 1回以上の参加を必須とする 1回以上を経験する

同⾏させる
④ GIO:⻭科検診を経験し、地域住⺠に対する健康教育を経験する
SBOs 地域で⾏われている⻭科検診を経験する 地域⻭科検診に同⾏し、⾒学する 依頼を受けた検診に研修医を 1回以上の参加を必須とする 1回以上を経験する

同⾏させる
C-2-(4) ⻭科医療提供に関連する制度の理解

① GIO:医療法や⻭科医師法をはじめとする医療に関する法規及び関連する制度の⽬的と仕組みを理解し、説明する
SBOs 医療法の⽬的と仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる 講義を受け、法令を遵守した診療を⾏う 関係法規とカルテ講義を⾏う 受講必須 形成的評価を⾏う

⻭科医師法の⽬的と仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる
⻭科衛⽣⼠法の⽬的と仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる



⻭科技⼯⼠法の⽬的と仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる
② 医療保険制度を理解し、適切な保険診療を実践する
SBOs 健康保険法の⽬的と仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる 講義を受け、法令を遵守した診療を⾏う 関係法規とカルテ講義を⾏う 受講必須 形成的評価を⾏う

療担規則の⽬的と仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる
適切なカルテ記載を実践する

③ 介護保険制度の⽬的と仕組みを理解し、説明する
SBOs 介護保険制度の仕組みを理解し、法令を遵守した⾏動をとる 講義を受け、法令を遵守した診療を⾏う 関係法規とカルテ講義を⾏う 受講必須 形成的評価を⾏う



日付 評価

① 医療面接講義/口頭試問 /

口頭試問レポート

①〜④ 医療面接　〜　検査結果報告  12/20

⑤⑥ 治療計画立案 　5/10

① う蝕•歯周疾患講義/口頭試問 /

う蝕予防 　　2/3

歯周疾患予防  　6/10

② - a CR修復・In修復     3/5

② - b 抜髄・感根処     1/3

Hys処置     2/3

覆罩処置     2/3

② - c SC  　6/10

SRP     3/5

② - d 普通抜歯     3/5

② - e 歯冠補綴     1/3

欠損補綴     1/2

② - f 口腔機能講義/口頭試問 /    

口腔機能検査〜指導     1/2

③ 応急処置     3/5

④ バイタルサイン講義/口頭試問 /

⑤ カルテ・処方箋・技工指示書 /

⑥ 医療事故講義/口頭試問 /

医療事故レポート

C　　　　　 　　　　基本的診療業務

C-1    　　  　 　基本的診療能力等

C-1-（1）　　　 　基本的診療　・　検査　・　診断　・　治療計画

研修プログラム評価表

ケース数 (基準/目標)

C-1-（2）　　　　基本的臨床技能等



① 全身疾患講義 /

全身疾患レポート

② 診療情報提供書・共有書     1/3

③ 治療中のモニタリング     2/3

④ 歯科偶発症講義/口頭試問 /

BLS講義・実習 /

歯科治療の偶発症レポート

① 各ライフステージに応じた管理 　5/10

② 各ライフステージに応じた治療 　5/10

③ 訪問診療講義/口頭試問 /

訪問診療(実地)     1/3

① 歯科衛生士講義/口頭試問 /

歯科衛生士との連携     2/3

② 歯科技工士講義/口頭試問 /

技工指示書の作成     2/3

③ 他職種チーム講義/口頭試問 /

①② 地域包括ケア講義/口頭試問 /

③ 地域包括連携会議に参加 /

地域包括ケア レポート

①② 地域保健講義/口頭試問 /

③④ 地域保健活動(検診)への参加  1/1 

C-2-（2）  　　 　他職種連携　・　地域連携

C-2-（2）  　　 　地域保健

C-1-（3）　　　　患者管理

C-1-（4）　　　　患者の状態に応じた歯科医療の提供

C-2    　　  　 　歯科医療の関連する提携と制度の理解など

C-2-（1）  　　 　歯科専門職の連携



　１、研修期間割り 管理型臨床研修施設を９ヶ月・協力型臨床研修施設３ヶ月・

研修協力施設（管理型臨床研修施設の期間に10日間の研修）

を含む期間で研修を行うプログラムです。

　２、定員 4名

　３、研修配属 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

（管理型臨床研修施設・ （協力型(Ⅰ）臨床研修施設）

協力型（Ⅱ）臨床研修施設）

　４、研修期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

１） 管理型臨床研修施設　　　　　〒283-0068千葉県東金市東岩崎2-25-14

  医療法人社団歯友会　ファミリー歯科

臨床研修施設長　　　 院長　　　　　　 奈良　倫之

プログラム責任者　　 院長　　　　　　 奈良　倫之

奈良　美奈

事務部門責任者 事務部長　　　 安井　宏二

２） 協力型（Ⅰ）臨床研修施設 〒283-0802千葉県東金市東金1146

医療法人社団歯友会　東金デンタルクリニック

研修実施責任者　　 河野　俊文

臨床研修指導歯科医　　 河野　俊文

（協力型（Ⅰ）臨床研修施設）

副ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者

（管理型臨床研修施設）

(管理型臨床研修施設・協力型（Ⅱ）臨床研修施設）

医療法人社団歯友会ファミリー歯科研修プログラムＡ



３） 協力型（Ⅱ）臨床研修施設　〒101-0061東京都千代田区三崎2-9-18

東京歯科大学水道橋病院

研修実施責任者   　   古澤　成博

〒261-8502千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

 東京歯科大学千葉歯科医療センター

研修実施責任者 久永　竜一

　　　実技を習得する。

　５、指導体制

　　研修指導歯科医を配置する。

　　行う。

　　患者対応を依頼している。

　６、プログラムの管理運営

　７、処遇

１）身分 臨床研修歯科医師（常勤）

２）勤務日 日曜日から土曜日の内５日間

３）勤務時間 ９時００分から１８時００分

休憩時間（１2時4０分から１４時００分）

時間外・休日研修・原則なし

３、医療に係る緊急時の安全管理確保対策の一つとして総合病院、クリニックに

これ以外に月１回、研修プログラムが円滑に運行されているかの進捗状況確認を

協力型臨床研修施設においても同様。

１、管理型臨床研修施設においては、研修歯科医１名ないし２名に対し、１名の臨床

同病院との連携により、救急救命治療、麻酔科、歯科口腔外科の基礎知識、

委 員 会 が 管 理 ・ 運 営 を お こ な う 。

２、年２回、研修管理委員による委員会を開催。

医療法人社団歯友会 理事長 奈良 倫之を長とした歯科医師臨床研修管理



４）休日 ①　日曜日から土曜日の間の２日

②　夏休み・冬休みは法人が定める日

５）有給休暇 ６ヶ月継続研修後（１０月１日）に１０日間

６）社会保険 ①　厚生年金加入

②　千葉県歯科医師国民健康保険

③　雇用保険加入

④　労災保険加入

７）歯科医師賠償責任保険

個人加入（強制）

８）基本研修手当て

①　月給 200，000円

②　賞与 なし

③　通勤手当 なし

④　時間外手当 なし

⑤　休日手当 なし

９）宿舎 研修歯科医専用宿舎 １ＤＫ

家賃　月額 20，000円

光熱費 実費

１０）研修歯科医控室　診療所内に有り

１１）健康診断 年１回 １０月から１２月

１２）外部の学会・研修会への参加

業務に支障をきたさない範囲で可。

費用は各自負担

　８、研修終了後の処遇

常勤歯科医として積極的に登用します。

当医院での研修終了後、引き続き当法人にて継続して勤務を希望する者は、



　９、募集・選考時期

歯科マッチングを利用、選考は面接等により行う。

募集及び選考の時期は以下の通りである。

１）見学・説明会

〔日程〕 随時行いますのでアポイントを取って下さい。

〔時間〕 3時間程度

〔場所〕 医療法人社団歯友会　事務局本部　（ファミリー歯科２階）

〔住所〕 千葉県東金市東岩崎2-25-14

２）出願書類

①願書兼履歴書（ホームページからダウンロードしてください。）

　　　 （高校卒業から記入） １通

②成績証明書 １通

③健康診断書 １通

④顔写真　　履歴書に貼る（40ｍｍ×３0ｍｍ） １枚

３）出願期間 随時

４）選考日 随時　（マッチング登録締切日まで）

５）出願書類郵送先・問合せ先

〒　283-0068

千葉県東金市東岩崎2-25-14

医療法人社団歯友会

TEL 0475-55-8112　

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shiyuhkai.com/

Ｅﾒｰﾙ

(簡易書留・レターパック370・520）

電話・メール・HPの問合せフォームよりお問合せ下さい。

担当：　事務局　安井

info@shiyuhkai.com

http://www.shiyuhkai.com/
mailto:info@shiyuhkai.com
mailto:info@shiyuhkai.com
mailto:info@shiyuhkai.com
mailto:info@shiyuhkai.com


　１、研修期間割り 管理型臨床研修施設を４ヶ月・協力型臨床研修施設８ヶ月・

研修協力施設（管理型臨床研修施設の期間に10日間の研修）

を含む期間で研修を行うプログラムです。

　２、定員 1名

　３、研修配属 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

（管理型臨床研修施設）

　４、研修期間 令和5年４月１日～令和6年３月３１日

１） 管理型臨床研修施設　　　　　〒283-0068千葉県東金市東岩崎2-25-14

  医療法人社団歯友会　ファミリー歯科

臨床研修施設長　　　 院長　　　　　　 奈良　倫之

プログラム責任者　　 院長　　　　　　 奈良　倫之

副プログラム責任者　　 奈良　美奈

事務部門責任者 事務部長　　　 安井　宏二

２） 協力型（Ⅰ）臨床研修施設 〒289-1345　千葉県山武市津辺236-２

　医療法人社団歯友会　ファミリー歯科成東

研修実施責任者　　 武藤　啓史

臨床研修指導歯科医　　 武藤　啓史

３） 協力型（Ⅱ）臨床研修施設　　〒101-0061東京都千代田区三崎町2-9-18

 東京歯科大学水道橋病院

研修実施責任者 古澤　成博

〒261-8502千葉県千葉市美浜区真砂1-2-2

 東京歯科大学千葉歯科医療センター

研修実施責任者 久永　竜一

　　　を習得する。

（協力型(Ⅰ）臨床研修施設・協力型（Ⅱ）臨床研修施設）

医療法人社団歯友会ファミリー歯科協力型長期プログラムＢ

同病院との連携により、救急救命治療、麻酔科、歯科口腔外科の基礎知識、実技



　５、指導体制

　　研修指導歯科医を配置する。

　　行う。

　　患者対応を依頼している。

　６、プログラムの管理運営

　７、処遇

１）身分 臨床研修歯科医師（常勤）

２）勤務日 日曜日から土曜日の内５日間

３）勤務時間 ９時００分から１８時００分

休憩時間（１２時４０分から１４時００分）

時間外・休日研修・原則なし

４）休日 ①　日曜日から土曜日の間の２日

②　夏休み・冬休みは法人が定める日

５）有給休暇 ６ヶ月継続研修後（１０月１日）に１０日間

６）社会保険 ①　厚生年金加入

②　千葉県歯科医師国民健康保険

③　雇用保険加入

④　労災保険加入

７）歯科医師賠償責任保険

個人加入（強制）

委 員 会 が 管 理 ・ 運 営 を お こ な う 。

２、年２回、研修管理委員による委員会を開催。

医療法人社団歯友会 理事長 奈良 倫之を長とした歯科医師臨床研修管理

３、医療に係る緊急時の安全管理確保対策の一つとして総合病院、クリニックに

これ以外に月１回、研修プログラムが円滑に運行されているかの進捗状況確認を

協力型臨床研修施設においても同様。

１、管理型臨床研修施設においては、研修歯科医１名ないし２名に対し、１名の臨床



８）基本研修手当て

①　月給 200，000円

②　賞与 なし

③　通勤手当 なし

④　時間外手当 なし

⑤　休日手当 なし

９）宿舎 研修歯科医専用宿舎 １ＤＫ

家賃　月額 20，000円

光熱費 実費

１０）研修歯科医控室　診療所内に有り

１１）健康診断 年１回 １０月から１２月

１２）外部の学会・研修会への参加

業務に支障をきたさない範囲で可。

費用は各自負担

　８、研修終了後の処遇

常勤歯科医として積極的に登用します。

　９、募集・選考時期

歯科マッチングを利用、選考は面接等により行う。

募集及び選考の時期は以下の通りである。

１）見学・説明会

〔日程〕 随時行いますのでアポイントを取って下さい。

〔時間〕 ３時間程度

〔場所〕 医療法人社団歯友会　事務局本部　（ファミリー歯科２階）

〔住所〕 千葉県東金市東岩崎2-25-14

２）出願書類

①願書兼履歴書（ホームページからダウンロードしてください。）

（高校卒業から記入） １通

②成績証明書 １通

③健康診断書 １通

④顔写真　　履歴書に貼る（40ｍｍ×３0ｍｍ） １枚

当医院での研修終了後、引き続き当法人にて継続して勤務を希望する者は、



３）出願期間 随時

４）選考日 随時 （マッチング登録締切日まで）

５）出願書類郵送先・問合せ先

〒　283-0068

千葉県東金市東岩崎2-25-14

医療法人社団歯友会

TEL 0475-55-8112　

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shiyuhkai.com/

Ｅﾒｰﾙ

(簡易書留・レターパック370・520）

電話・メール・HPの問合せフォームよりお問合せ下さい。

担当：　事務局　安井

info@shiyuhkai.com

http://www.shiyuhkai.com/
mailto:info@shiyuhkai.com
mailto:info@shiyuhkai.com
mailto:info@shiyuhkai.com
mailto:info@shiyuhkai.com



